
第１章 計画策定にあたって

Ⅰ 計画策定の趣旨と経緯 

１ 趣  旨 

本市では、消費者が主体的に意思決定を行い、適切な消費者行動を実現できるよう消費

者の権利の尊重と自立支援に向けた取組を行うため、「川崎市消費者の利益の擁護及び増

進に関する条例」に基づき、新たな消費者行政の方針を明確にした３か年の総合的な計画

として「消費者行政推進計画」を策定しています。 

平成２４（２０１２）年１２月に施行された「消費者教育の推進に関する法律」（以下

「消費者教育推進法」という。）では、消費者が個々の消費者の特性及び消費生活の多様

性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内

外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ

持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を「消費者市民社会」とし、そのための消

費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育を進めていくこととされて

います。 

また、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（平成２７（２０１５）年６月閣議

決定）により、市町村は区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定

めるよう努めなければならないとされていることから、第３章「Ⅴ 消費者市民社会の形

成に向けた消費者教育の推進」を川崎市の消費者教育推進計画と位置付けています。 

２ 経  緯 

消費者行政推進計画は、昭和５０（１９７５）年度から毎年度策定し、平成２０   

（２００８）年度からは、中期的な視点から市全体で取り組む課題や方向性を明確にす

るため、３か年計画として策定しています。 
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「消費者市民社会」とは、 

『消費者一人ひとりが、自分だけでなく周りの人々や、将来生まれる人々の状況、内外の社

会情勢や地球環境にまで思いを馳せて生活し、社会の発展と改善に積極的に参画する社会』 
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Ⅱ 計画の位置付け 

本市では、平成２８（２０１６）年３月に「川崎市総合計画」を策定し、基本政策の

「生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり」の中で消費者行政が位置付け

られています。 

「川崎市総合計画」との整合を図り、また「川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関

する条例」第６条に規定する消費者行政の計画的な推進を図るための総合的な計画とし

て、本計画を策定しました。 

また、本計画の策定にあたっては、国民の消費生活の安定及び向上を確保することを

目的とする「消費者基本法」との整合を図るとともに、本計画を「消費者教育推進法」

第１０条の「市町村消費者教育推進計画」として位置付けます。 

消費者教育については、これまでも消費者被害未然防止のため消費者教育・啓発を推

進してきましたが、本市の「消費者教育推進計画」では、消費者の自主的・合理的な消

費行動を支援し、地域・学校・職域等の場において、消費者が自らの消費行動を通じて

公正かつ持続可能な社会の発展に積極的に参画する等、対象者の年齢や特性に応じたラ

イフステージ別の体系的な消費者教育を推進することにより、「消費者市民社会」の形

成を目指します。 

Ⅲ 計画期間 

本計画の期間は、平成２９（２０１７）年度から平成３１（２０１９）年度までの３

か年とします。 

なお、本計画とは別に、消費者行政の施策体系（３１、３２ページ参照）における各

事業の具体的取組の進行管理を行うとともに、事業実施状況やその実績評価を公表する

ため、毎年度「消費者行政事業概要」を作成し、効果的な事業計画の推進を図ります。 


